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 一時支援金の申請受付けは、2021年 5月 31日で終了します。この一時支援機とは別

に、「月次支援金」の制度が開始されます。 

 月次支援制度は、新型コロナウイルス感染症対策により 2021年 4月以降に実施され

る緊急事態宣言措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外

出自粛等」の影響により、売上高が 50%以上減少した中小法人・個人事業者等に向け

た継続的な支援制度です。 

 月次支援金の給付にあたっては、一時支給金の仕組みを用いることで、事前確認や提

出資料の簡略化が図られており、申請者の利便性を高めるように措置されています。 

 そのため、登録確認機関の事前確認を経て維持支給金を受給した方にとっては、月次

支援金の申請はしやすいものになっています。 

 

制度の概要 

要件 

・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、時

短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。 

・2021年の月間売上が、2019年又は 2020年の同月比で 50%以上

減少 

給付額 2019 年又は 2020年の基準月の売上‐2021年の対象月の売上 

対象月 

対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019

年又は 2020 年の同月比で、売上高が 50％以上減少した 2021 年の

月 

基準月 2019 年又は 2020年における対象月と同じ 

給付額上限 
中小法人等 ；20万円/月 

個人事業者等；10万円/月 

申請受付期間 
4・5月分；2021年 6月中下旬～8月中下旬 

6月分  ；2021年 7月 1日 ～8月 31日 
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月次支援金の申請受付が 6 月から始まります 

 


